
株主優待制度の変更（拡充）に関するお知らせ
2027年3月末日から適用開始

　当社は、株主の皆様の日頃からのご支援に感謝の意を表すとともに、当社株式への投資魅力を高め、今後もより多くの方々
に当社株式を中長期にわたり継続的に保有していただくことを目的に、株主優待制度を変更（拡充）することといたしました。

適用開始時期2
　2027年3月末日を基準日とする株主優待制度から変更を適用し、長期保有株主優待制度の基準日は、毎年3月末日・9月
末日といたします。

　３年以上継続して当社株式を200株以上保有していただいている株主様を対象に優待内容を拡充し、
追加の株主優待乗車証を半期に１回贈呈いたします。

● 「3年以上継続して当社株式を200株以上保有」とは、3月末日及び9月末日の当社株主名簿に、同一の株主番号で7回
以上連続して、200株以上の保有が記録されていることをいいます。なお、継続保有期間の判定は基準日（3月末日
または9月末日）から過去に遡って行います。
　※長期保有株主優待制度を適用した株主優待乗車証の初回発送は、2027年6月上旬の予定です。

変更の内容1
     長期保有株主優待制度の導入1
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　従来の株主優待制度について、最低保有期間として、1年以上継続して当社株式を200株以上保有して
いただいていることを優待贈呈の条件として設定いたします。

● 「1年以上継続して当社株式を200株以上保有」とは、3月末日及び9月末日の当社株主名簿に、同一の株主番号で3回
以上連続して、200株以上の保有が記録されていることをいいます。なお、継続保有期間の判定は基準日（3月末日
または9月末日）から過去に遡って行います。

     最低保有期間要件の設定2
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制度変更の移行経過措置

2027年3月末日の基準日においては、2026年9月末日及び2027年3月末日の当社株主名簿に、同一株主番号で連続
して200株以上の保有が記録されている株主様について、2027年3月末日の保有株式数に応じた株主優待を贈呈いた
します。

制度変更の移行経過措置



変更後の株主優待制度の内容3

株主招待乗車証（※1）
4枚を含む

※１　ご利用方法は、電車線片道乗車証［普通乗車券方式］に準じます。

＋ 2枚 ＋ 2枚

＋ 4枚 ＋ 4枚

保
有
株
式
数

1冊

200株以上 ～ 600株未満

2枚 2枚600株以上 ～ 1,000株未満

6枚 6枚1,000株以上 ～ 2,000株未満

12枚 12枚2,000株以上 ～ 3,000株未満

18枚 18枚3,000株以上 ～ 4,000株未満

24枚 24枚4,000株以上 ～ 5,000株未満

30枚 30枚5,000株以上 ～ 6,000株未満

36枚 36枚6,000株以上 ～ 7,000株未満

42枚 42枚7,000株以上 ～ 8,000株未満

1枚 1枚8,000株以上 ～ 20,000株未満

2枚 2枚20,000株以上 ～ 100,000株未満

5枚 5枚100,000株以上 ～ 200,000株未満

10枚 10枚200,000株以上 ～ 

基準日（権利確定日） 3月末日 3月末日 3月末日 3月末日9月末日 9月末日 9月末日

6月下旬 6月上旬 6月上旬 6月上旬12月上旬 12月上旬 12月上旬
翌年7月15日

※株主招待乗車証は翌年6月30日 12月15日 12月15日 12月15日翌年6月15日 翌年6月15日 翌年6月15日

発送時期

有効期限

電車線片道乗車証
〔普通乗車券方式〕

グループ施設
優待券ほか

（冊子で一式贈呈）

電車・名鉄バス
全線乗車証 
〔パス券方式〕

2027年6月発送分
から追加予定

電車線片道乗車証
〔普通乗車券方式〕

長期保有株主優待制度

株主ご優待券の
内容などの詳細は、
当社ホームページを
ご覧ください。

継続保有1年以上 3年以上
株主ご優待券 株主優待乗車証 株主優待乗車証 株主優待乗車証

年1回

0 5 2 - 5 8 8 - 0 816 受付時間 平日10：00～12：00、13：00～16：00

株式の保有状況等についてはお取引をされている証券会社にご確認ください。
株主優待に関するお問い合わせ ：

よくあるお問い合わせ Q A&
Q1
A 直近の基準日時点の保有株式数に応じた株主優待を贈呈いたします。ただし、継続保有を判定する期間の各基準日

において、いずれも200株以上の株式数を保有いただくことが必要です。
＜例＞

継続保有している間に、売買等により保有株式数が増減した場合、どうなりますか？

Q2
A 例えば、次のような場合では株主番号が変わる（継続保有と判定されなくなる）可能性がありますのでご注意ください。

● 相続などにより株式の名義人が変更となった場合
● 保有されている株式をすべて売却された後に、再度購入された場合
● 婚姻や転居により株主名簿に記載の氏名・かな・住所が変更となった場合
● 株式をお預けの証券会社を変更された場合
● 証券会社の貸株サービスをご利用されている場合
詳しくは、お取引をされている証券会社へお問い合わせください。

どのような場合に株主番号が変更となる可能性がありますか？
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